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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体、特に水、を輸送する拡張可能なフレキシブルホースであって、
　　－　第１の弾性ポリマー材料で作られた少なくとも１つの内側層（１０）と、
　　－　第２の弾性ポリマー材料で作られた少なくとも１つの外側層（２０）と、
　　－　前記少なくとも１つの内側層（１０）と前記少なくとも１つの外側層（２０）の
間に介在する少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）と、を含み、
　　前記少なくとも１つの内側層（１０）および前記少なくとも１つの外側層（２０）は
、一体的管状部材（５０）を形成するように相互に結合し、前記少なくとも１つの繊維素
材補強層（３０）は前記一体的管状部材（５０）に埋め込まれており、
　　前記一体的管状部材（５０）は、前記一体的管状部材（５０）を通って流れる液体に
よって付加される前記作動圧力下で自動的に拡張して、その元の外径を増加させ、および
、再度前記元の外径となるために、前記作動圧力が停止すると自動的に回復するような弾
性を有し、
　　前記少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）が、液体が前記一体的管状部材（５０
）を通って流れていないときの休止形態と、前記一体的管状部材（５０）が前記作動圧力
によって拡張するときの作動形態の間での動作を許容し、
　　２バールの作動圧力下で、前記ホースが外径を元の外径に対して少なくとも１．３倍
に拡張するように、前記一体的管状部材（５０）と前記少なくとも１つの繊維素材補強層
（３０）とが互いに協働することを特徴とするホース。
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【請求項２】
　前記一体的管状部材（５０）の前記自動的な拡張は、前記少なくとも１つの繊維素材層
（３０）の、前記休止形態から前記作動形態への動作を促進し、前記一体的管状部材（５
０）の前記自動的な回復は、前記少なくとも１つの繊維素材層（３０）の、前記作動形態
から前記休止形態への戻り動作を促進することを特徴とする請求項１に記載のホース。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）および前記一体的管状部材（５０）が、
拡張時に、前記一体的管状部材（５０）の最大外径を規定するために、前記繊維素材補強
層（３０）が前記一体的管状部材（５０）を捕捉するように、相互に構成されていること
を特徴とする請求項１または２に記載のホース。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）は、前記少なくとも１つの内側層（１０
）の前記外面（１２）上に、複数の非被覆領域（１３）を残すように配置され、前記少な
くとも１つの外側層（２０）と前記少なくとも１つの内側層（１０）とは、前記非被覆領
域（１３）に対応して互いに連結することを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に
記載のホース。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）が、編物、織物、または結節から成る群
から選択されることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のホース。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）が、鎖状トリコットタイプ、ダイヤモン
ド編タイプ、放射状タイプ、両面編タイプ、または編み込みタイプであることを特徴とす
る請求項５に記載のホース。
【請求項７】
　前記一体的管状部材（５０）と前記少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）とが、２
バールの作動圧力下で、前記ホースの外径を、元の径の少なくとも１．４倍に、好適には
元の径の少なくとも１．４５倍に、より好適には元の径の少なくとも１．５倍に、拡張す
るように、互いに協働することを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載のホー
ス。
【請求項８】
　前記一体的管状部材（５０）および前記少なくとも１つの繊維素材補強層（３０）は、
５バールの作動圧力下における前記一体的管状部材（５０）の長さ方向の伸張が、前記一
体的管状部材（５０）に液体が流れていない場合の元の長さに対して２０％未満であり、
好適には前記一体的管状部材（５０）に液体が流れていない場合の元の長さに対して１５
％未満であるように、互いに協働することを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に
記載のホース。
【請求項９】
　前記一体的管状部材（５０）が、ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０（３”）に従って測定された、
３０ショアＡから５０ショアＡのショアＡ硬度を有することを特徴とする請求項１から８
のいずれか一項に記載のホース。
【請求項１０】
　液体、特に水、を輸送するホース組立体であって、
　－　請求項１から９のいずれか一項に記載の拡張可能なフレキシブルホースと、
　－　前記ホースの拡張を促進する作動圧力を前記ホース内に生成するための、少なくと
も１つの規制部すなわち少なくとも１つの流量制限器（６１）であって、前記ホース内部
に配置されるか又は前記ホースに連結されている、前記少なくとも１つの規制部すなわち
少なくとも１つの流量制限器（６１）と、
　を備えていることを特徴とするホース組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　［発明の分野］
　本発明は、一般に、フレキシブルホース（可撓性ホース、柔軟なホース、ｆｌｅｘｉｂ
ｌｅ　ｈｏｓｅ）の技術分野に適用可能であり、特に、好適には、水を輸送するための灌
漑用ホースまたは水撒き用ホース（ガーデンホース）であるフレキシブルホースに関し、
このホースは、拡張可能であり、すなわち、流体が内部を通過する際に自動的に拡張し、
液体の圧力が停止すると自動的に収縮することを許容する（ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｌｅ）。
【０００２】
　［定義］
　ここで使用されている表現「繊維素材（ｔｅｘｔｉｌｅ）補強層」、またはその派生語
は、層を支持するための、層に取り付けられた少なくとも１つの繊維素材糸（ｔｅｘｔｉ
ｌｅ　ｙａｒｎ）で構成される層を意味する。「繊維素材補強層」は、通常、四角形、長
方形、またはひし形の、層の非拘束部分（ｆｒｅｅ　ｐｏｒｔｉｏｎｓ、自由部分）を残
すように、支持層上に配置されている。
【０００３】
　ここで使用されている表現「繊維素材糸」、またはその派生語は、他の寸法と比較して
、長さが顕著に長いということを条件とする、任意の形状および任意の材料で製造された
長尺の糸状部材を含む。例えば、繊維素材糸は、ポリマー糸であってもよく、当該ポリマ
ー糸は単一構造であってもよいし、またはその代わりに複数の基本糸の集合体、または長
方形の断面を有する織物の帯状体で構成されてもよい。
【０００４】
　ここで使用されている表現「繊維素材編物層」または「編物」またはその派生語は、支
持層に設けられ、複数のチェーン状の編目または編物を形成するように互いに連結された
、少なくとも２つの糸または糸の群で構成された層を意味する。
【０００５】
　ここで使用されている表現「繊維素材織物層」または「織物」またはその派生語は、逆
向きの傾斜（ｏｐｐｏｓｉｔｅ　ｉｎｃｌｉｎａｔｉｏｎ）をつけて支持層上に設けられ
るとともに、織物を形成するように互いに交互に連結された、少なくとも２つの糸または
糸の群で構成された層を意味する。織物では、糸は、まず別の糸の上に、次にその下に交
互に織り合わせられる。傾斜角によっては、織物は布地としても知られている。
【０００６】
　ここで使用されている表現「繊維素材結節層」または「結節」またはその派生語は、逆
向きの傾斜をつけて支持層上に設けられ、１または複数の結び目によって互いに相互連結
された、少なくとも２つの糸または糸の群で構成された層を意味する。結節では、糸は結
び目によって課せられた制約により、別の糸に対して滑動することはできない。
【０００７】
　ここで使用される表現「親和性材料（ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ）」
またはその派生語は、互いに化学的および／または物理的な親和性を有することを意味し
、すなわち、接合されると、接触面を介した張力またはせん断応力の伝達を支援するよう
に構成された接合点を形成する材料である。したがって、同一の材料は、または同一ベー
スの母材を有する材料である場合は常に、最大レベルの親和性を有する。
【０００８】
　ここで使用される表現、ポリマーの「母材」またはその派生語は、完成品の分子構造を
提供可能なポリマー材料を意味する。
【０００９】
　ここで使用される表現「提供する」またはその派生語は、対象の工程ステップのための
、対象の要素の生成、準備を意味し、したがって、単純な取り出しおよび想定される保管
から、予熱および／または化学的および／または物理的処理などまでの、対象の関与する
ステップを最適に活用するための予防的処理を含む。
【００１０】
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　ここで使用される表現「膜（ｆｉｌｍ）」またはその派生語は、厚さが０．５ｍｍより
も小さいポリマー材料の層を意味する。
【背景技術】
【００１１】
　［従来技術］
　ホース、特に、外側の被覆（ｊａｃｋｅｔ）および内側のフレキシブルチューブを含む
消防ホースはよく知られている。
【００１２】
　外側の被覆は通常、合成繊維素材ファイバ（ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ　ｔｅｘｔｉｌｅ　ｆ
ｉｂｅｒ）で構成され、既定の内径を有している。一方で内側チューブはゴムで構成され
、チューブを流れる水流によって伝達される作動圧力（ｗｏｒｋｉｎｇ　ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ）が付加されると、被覆の内径と一致する外径まで拡張されるように設計されている。
【００１３】
　結果として、内側チューブが使用時のホース全体の内径を決定する。一方で、不使用時
、つまり、ホースに水が流れていないとき、内側ホースはつぶれて平坦となり、ホース全
体のかさばりが比較的小さくなり、リールで保管することが可能になる。
【００１４】
　この種のホースは、被覆と内側チューブを別々に製造し、その後で組み立てなければい
けないため、製造が困難かつ面倒である。
　さらに、この種のホースは専門の操作者によって使用されるものであり、重量がある上
にかさばり、取り扱いが困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許第３０２８２９０号公報
【特許文献２】米国特許第４００９７３４号公報
【特許文献３】欧州特許第２５２０８４０号公報
【特許文献４】欧州特許第２７７８４９１号公報
【特許文献５】欧州特許第０６２３７７６号公報
【特許文献６】欧州特許第０５２７５１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は、顕著な効率性および比較的低価格の、拡張可能なフレキシブルホース
を提供することにより、上記欠点の少なくとも一部を克服することである。
【００１７】
　本発明の別の目的は、単純かつ迅速な方法で製造可能な、拡張可能なフレキシブルホー
スを提供することである。
【００１８】
　本発明の別の目的は、インライン方式で自動的に製造可能な、拡張可能なフレキシブル
ホースを提供することである。
【００１９】
　本発明の別の目的は、扱いやすい拡張可能なフレキシブルホースを提供することである
。
【００２０】
　本発明の別の目的は、比較的高い破裂圧力を有する拡張可能なフレキシブルホースを提
供することである。
【００２１】
　本発明の別の目的は、かさばりを最小限にする拡張可能なフレキシブルホースを提供す
ることである。
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【００２２】
　本発明の別の目的は、保管が単純かつ実用的な、拡張可能なフレキシブルホースを提供
することである。
【００２３】
　本発明の別の目的は、破損した場合に修理できる拡張可能なフレキシブルホースを提供
することである。
【００２４】
　本発明の別の目的は、長さをカスタマイズできる拡張可能なフレキシブルホースを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　この目的、および他の目的は、本明細書で説明、表示および／または特許請求の範囲に
記載の、液体を輸送するフレキシブルホース、特に、水を輸送する拡張可能な灌漑用ホー
スおよび水撒き用ホース、並びに、ホースを含むホースの組立体によって達成される実現
される。
【００２６】
　本ホースは灌漑用ホースまたは水撒き用ホースとして典型的な、波形ではなく（非波形
）、コイル型ではない（非コイル型）、管状構造を有する。ポリマー層が管状に形成され
てもよい。
【００２７】
　波形ホースの例は米国特許第３０２８２９０号によって公知であり、一方でコイル型ホ
ースは米国特許第４００９７３４号によって公知である。
【００２８】
　フレキシブルホースは、第１のポリマー弾性材料の少なくとも１つの内側層と、第２の
ポリマー弾性材料の少なくとも１つの外側層と、それらの間に介在する少なくとも１つの
繊維素材補強層を備えてもよい。
【００２９】
　少なくとも１つの内側層および少なくとも１つの外側層が結合されて、少なくとも１つ
の一体的管状部材を形成することができる。一体的管状部材は、少なくとも１つの繊維素
材層と一体化し、少なくとも１つの繊維素材層を組み込むことができる。
【００３０】
　上記を実現するために、少なくとも１つの外側層と少なくとも１つの内側層が、少なく
とも１つの繊維素材補強層によって被覆されていない少なくとも１つの内側層の外側面の
領域に対応して、相互に（ｒｅｃｉｐｒｏｃａｌｌｙ）結合されてもよい。換言すると、
少なくとも１つの外側層と少なくとも１つの内側層は、少なくとも１つの繊維素材層の繊
維素材糸で占められている範囲以外で相互に結合されてもよい。
【００３１】
　一体的管状部材は、管状部材を通って流れる作動流体によって付加される圧力下で自動
的に拡張し、および場合によっては伸張し、その元の直径および場合によってはその元の
長さを増加させ、ならびに、作動圧力が停止すると、元の直径および場合によっては元の
長さに戻すために、自動的に収縮するように、弾性を適切に有することができる。
【００３２】
　拡張は外観上明らかで識別可能であるが、伸張はそれほど明らかではなく、最終的に外
観で感知することはできない。言い換えると、伸張は発生する場合としない場合とがあり
、伸張は拡張よりも顕著に識別が困難である。
【００３３】
　上記を実現するために、一体的管状部材を形成する第１のポリマー弾性材料および第２
のポリマー弾性材料が適切に選択される。
【００３４】
　第１のポリマー弾性材料および第２のポリマー弾性材料は、エラストマーまたは熱可塑
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性エラストマーとすることができる。
【００３５】
　適切なＴＰＥは、ＰＰ／ＳＥＢＳまたはＰＰ／ＥＰＤＭのようなＴＰＥ－Ｓ、あるいは
エチレン－オクテンコポリマーのようなＴＰＥ－Ｏであってもよい。
【００３６】
　適切なエラストマーは天然ゴムまたはラテックスであってもよい。
【００３７】
　一体的管状部材は、ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０（３”）に従って測定された、３０ショアＡ
から５０ショアＡのショアＡ硬度を有することができる。
【００３８】
　少なくとも１つの繊維素材層の繊維素材糸はポリエステル、ナイロン６，６、ポリビニ
ル・アルコール、パラ系アラミドファイバ、メタ系アラミドファイバ、レーヨンであって
もよい。
【００３９】
　有利なことに、少なくとも１つの繊維素材層の繊維素材糸は、ＢＩＳＦＡ（７章）に従
って測定された、３０％未満、好適には２５％未満の破断点伸び率を有することができる
。
【００４０】
　有利なことに、少なくとも１つの繊維素材層の繊維素材糸は、ＢＩＳＦＡ（７章）に従
って測定された、少なくとも５０ｃＮ／ｔｅｘの靱性を有することができる。
【００４１】
　適切な参考文献として参照される欧州特許第２５２０８４０号および／または欧州特許
第２７７８４９１号によって教示されるように、それ自体が公知の方法で、ホースに挿入
されるか、またはホースと連結される１または複数の規制部（ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎｓ
）すなわち流量制限器（ｆｌｏｗ　ｒｅｓｔｒｉｃｔｏｒ）によって、自動的拡張、およ
び場合によっては自動的伸張が促進される。ホースの片方の端部は、例えば蛇口のような
、輸送対象の液体を供給する手段に適切に連結することができる。
【００４２】
　知られているように、応力が発生した（ｓｔｒｅｓｓｅｄ）場合のフレキシブルホース
内の繊維素材補強層は、種類に応じて軸方向（長手軸方向、長軸方向）に伸張するか、お
よび／または半径方向に拡張する傾向にある。
【００４３】
　一体的管状部材および少なくとも１つの繊維素材補強層は、２バール（２ｂａｒ、２×
１０５Ｐａ）の作動圧力下で、ホースは元の外径（ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｏｕｔｅｒ　ｄｉ
ａｍｅｔｅｒ）の少なくとも１．３倍の外径に拡張し、好適には元の直径の１．４倍に拡
張し、より好適には元の直径の１．４５倍に拡張し、さらに好適には元の外径の１．５倍
に拡張するように、適切に互いに協働することができる。
【００４４】
　一方で、一体的管状部材および前記少なくとも１つの繊維素材補強層は、５バール（５
ｂａｒ、５×１０５Ｐａ）の作動圧力下で、一体的管状部材の長さの伸張が、一体的管状
部材に液体が流れていない場合の元の長さに対して２０％未満であり、好適には、一体的
管状部材に液体が流れていない場合の元の長さに対して１５％未満であるように、互いに
協働することができる。
【００４５】
　有利なことに、本発明の拡張可能ホースの少なくとも１つの繊維素材補強層は、液体が
一体的管状部材を通って流れていない休止状態における休止形態と、一体的管状部材がそ
の中を流れる液体の作動圧力によって作用をうけるときの作動形態の間を移動することを
許容する。
【００４６】
　作動形態において、少なくとも１つの繊維素材補強層は半径方向に膨張し、場合によっ
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ては軸方向に延伸し、一体的管状部材の拡張および場合によっては伸張を伴う。
【００４７】
　繊維素材補強層の糸が弾性かもしくは剛性か、ならびに繊維素材補強層の種類に依存し
て、このような拡張、および場合による伸張は、程度の差はあるが、識別可能である。
【００４８】
　しかしながら、繊維素材補強層の糸は、その拡張の際に一体的管状部材で効果的に動作
するために、好適には剛性であってもよい。
【００４９】
　好適には、少なくとも１つの繊維素材補強層および一体的管状部材が、拡張および場合
によっては伸張する時に、最大径および場合によっては最大長さを決定するために、繊維
素材補強層が一体的管状部材を捕捉する（ｉｎｔｅｒｃｅｐｔ、遮る）ように相互に構成
することができる。
【００５０】
　言い換えると、所定のホース内部圧力に対して、少なくとも１つの繊維素材補強層の半
径方向の最大拡張および場合によっては軸方向の最大伸張が、ホース全体の半径方向の最
大拡張および場合によっては軸方向の最大長さを決定するように、少なくとも１つの繊維
素材補強層の半径方向の最大拡張（ｍａｘｉｍｕｍ　ｅｎｌａｒｇｅｍｅｎｔ）および場
合によっては軸方向の最大伸張（ｍａｘｉｍｕｍ　ｅｎｌｏｎｇａｔｉｏｎ）は、一体的
管状部材の半径方向の最大拡張および場合によっては軸方向の最大伸張よりも小さい。
【００５１】
　一体的管状部材の自動的収縮は、ホース内部の圧力が停止すると、少なくとも１つの繊
維素材補強層を休止形態に戻すことを適切に可能とする。
【００５２】
　一体的管状部材のこの自動収縮は、その弾性のみにより実現可能であり、他の助力は不
要である。特に、本発明のホースはコイルばねや同様の自動収縮手段を必要としない。
【００５３】
　上記の一または複数の特徴の結果、使い勝手がよく実用的な拡張可能なフレキシブルホ
ースを取得することが可能である。
【００５４】
　本発明に従ったフレキシブルホースは、先行技術の拡張可能ホースの欠点を取り除きつ
つ、「古典的な」フレキシブルホースの有利な点に、拡張可能ホースのすべての有利な点
を組み合わせることを可能にする。
【００５５】
　実際、本発明に従ったフレキシブルホースは比較的高い破裂圧力を有し、「古典的な」
フレキシブルホースの破裂圧力と比較しても遜色ない。
【００５６】
　実際、少なくとも１つの繊維素材補強層は高破裂圧力、および、それに伴うホースのよ
り高い耐久性を確保している。
【００５７】
　さらに、少なくとも１つの外側層がポリマー材料で構成されているという事実の結果、
フレキシブルホースは単純であり、湿った土の上でひきずることで付着した残留土および
／または泥を迅速に掃除することができる。
【００５８】
　さらに、本発明に従ったフレキシブルホースの全体的な嵩高さ（ｂｕｌｋｉｎｅｓｓ）
は最小限に抑えられている。これにより、例えば、極めて小さな空間にも保管することが
可能である。さらに、古典的なホースリールにも容易に保管することができる。
【００５９】
　さらに、本発明に従ったフレキシブルホースは、故障または破損の場合に、「古典的な
」ホースのように修復可能である。また、例えば、ホースが断裂した場合に、元の付属品
を、もしあるならば市場のフレキシブルホース用の古典的付属品と交換することも可能で
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ある。
【００６０】
　ただし、本発明のホースにおいて、複数の層を互いに連結するための、端部を連結する
付属品または要素は不要であることは理解されるであろう。実際、本発明のホースにおい
て、すべての要素が一体化しており、具体的には、少なくとも１つの繊維素材補強層は一
体的管状部材に渡って一体化している。
【００６１】
　本発明のホースを、全構成の特徴を維持しながら、任意のサイズに切断することも可能
である。上記は本ホースのメートル単位でのカスタマイズによる商品化をも可能にする。
【００６２】
　好適には、本発明に従った拡張可能ホースの繊維素材補強層は、繊維素材結節層または
繊維素材編物層であってもよい。好適には、繊維素材編物層の編目はトリコットタイプ、
放射状タイプ、ダイヤモンドタイプ、あるいは両面編または編み込み式であってもよい。
【００６３】
　第１の繊維素材層が、拡張時に最大径を決定するために一体的管状部材を捕捉するよう
に、少なくとも１つの第１の繊維素材層および一体的管状部材は、相互に（ｍｕｔｕａｌ
ｌｙ）構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されている。
【００６４】
　本発明の有利な実施形態は、従属請求項にて説明される。
【００６５】
　本発明の更なる特徴および有利な点が、拡張可能なフレキシブルホース１の好適で包括
的な実施形態の詳細な説明を読むことで、明らかとなるであろう。当該特徴および有利な
点は、添付の図面を参照して、限定的ではない例として説明されている。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１はホース１の使用時の実施形態の概略図である。
【図２】図２はホース１の使用時の実施形態の概略図である。
【図３】図３はホース１の休止時の実施形態の概略図である。
【図４】図４は圧力下での図４のホース１の実施形態の、概略側面図である。
【図５】図５はダイヤモンド編タイプの繊維編物補強層の例を示している
【図６】図６は両面編タイプの繊維編物補強層を含むホース１の例を示している。
【図７】図７は編込みタイプの繊維編物補強層を含むホース１の例を示している。
【図８】図８は繊維織物補強層の例を示している。
【図９】図９は繊維織物補強層の例を示している。
【図１０】図１０は繊維結節補強層の例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００６７】
　上記図面を参照すると、拡張可能ホース１が、液体を輸送するために有利に使用されて
いる。具体的には、フレキシブルホース１は、水を輸送するための灌漑用ホースまたは水
撒き用ホースであってもよい。
【００６８】
　図３および図４で具体的に示されているように、拡張可能ホース１はポリマー内側層１
０およびポリマー外側層２０を含んでもよい。
【００６９】
　拡張可能なフレキシブルホース１は、トリコットタイプの鎖編による繊維素材編物層３
０をさらに含んでもよい。
【００７０】
　上記の構造によるフレキシブルホース１が後述されるが、本発明に従ったホースは、添
付の請求項によって決定される仕様に従った他の層を含んでもよいことは理解されるであ
ろう。
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【００７１】
　例えば、二重の繊維素材補強層や、または上記層の内側または外側に１または複数の追
加のポリマー層が備わっていてもよい。
【００７２】
　上記の構造によるフレキシブルホース１が後述されるが、ここに説明されている技術的
特徴が、添付の請求項によって決定される仕様に従った、少なくとも３層を含むホースに
適用されることはさらに理解されるであろう。
【００７３】
　水を輸送するための水撒き用ホースが以下で参照されるが、拡張可能なフレキシブルホ
ース１は、添付の請求項によって決定される仕様に従って、いかなる目的を有してもよい
し、いかなる液体を輸送してもよい。
【００７４】
　好適ではあるが排他的ではない実施形態において、内側層１０および外側層２０は、ポ
リプロピレン（ＰＰ）に基づく母材を有するスチレン系熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ－
Ｓ）で構成されてもよく、例えば、ＡＳＴＭ　Ｄ２２４０（３”）に従って測定された、
４０ショアＡ硬度を有するＮｉｌｆｌｅｘ（登録商標）ＳＨ（タロ　プラスト　エス．ピ
ー．アー）であってもよい。このような材料は、ＡＳＴＭ　Ｄ４１２／Ｃに従って測定さ
れた約６．５ＭＰａの引張強度、および、ＡＳＴＭ　Ｄ４１２／Ｃに従って測定された約
８８０％の破断点伸び率を有している。
【００７５】
　具体的には、内側層１０は１．５ｍｍから２．５ｍｍの厚さを有することができ、好適
には１．６ｍｍから２ｍｍの厚さを有することができる。
【００７６】
　好適ではあるが排他的ではない実施形態において、繊維素材補強層３０はポリエステル
（ＰＥＴ）系糸で構成されてもよく、例えば、５５０ｄｔｅｘの線密度を有するＢｒｉｌ
ｅｎ　ＧＬＥ（登録商標）（ブライアン　テック　エス．アー．製）であってもよい。こ
のような糸は、ＢＩＳＦＡ（７章）に従って測定された４２．７＋／－４．２Ｎの最大引
張強度、ＢＩＳＦＡ（７章）に従って測定された１２．５＋／－２．５％の破断点伸び率
、およびＢＩＳＦＡ（７章）に従って測定された７５．５＋／－７ｃＮ／ｔｅｘの靱性を
有している。
【００７７】
　第１の繊維素材補強層３０は内側層１０の外面１２上に、当該外面上に複数の開放領域
１３（ｏｐｅｎ　ａｒｅａ）を残すように配置されることができる。当該複数の開放領域
１３は、外側層２０の内面２１の対応する部分１３’に直接面している。
【００７８】
　内側層１０と外側層２０とは、非被覆領域１３、１３’の各々と一致して相互に固着さ
れることができる。
【００７９】
　内側層１０と外側層２０の間の固着は、互いに親和性を有する材料を利用して、または
内側層と外側層の間に介在する粘着性材料による層によって確保されてもよい。
【００８０】
　このような結合を有効にするために、内側層１０および外側層２０は一体的管状部材５
０を形成し、この内部で繊維素材補強層３０が一体化または埋め込まれていてもよい。
【００８１】
　ホースの全ポリマー層に、考えうる同一材料を選択することで、一体的管状部材５０の
機械的挙動を均一にし、材料間の最大限の親和性を確保する。
【００８２】
　図１および２に具体的に示されているように、ホース１の端部５１、５２に適切な相互
結合要素を備えてもよい。
【００８３】
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　例えば、各々の結合器６０、６１を備えてもよい。
【００８４】
　好適ではあるが排他的ではない実施形態において、結合器６０は例えばメス結合器であ
ってもよく、ホース１を、例えば蛇口Ｒなどの使用場所に連結するように構成されてもよ
い。一方で、結合器６１はオス結合器であってもよく、例えばランスまたはスプリンクラ
ーのような、１または複数のスプリンクラー付属品Ｄにホース１を連結するように構成さ
れてもよい。
【００８５】
　別の実施形態では、ホース１の端部５２は、例えばランスまたはスプリンクラーのよう
な、スプリンクラー付属品Ｄに強固に結合されてもよい。この場合、ホース１は結合器６
１を含んでおらず、それ以上のスプリンクラー付属品に結合することはできない。もう片
方の端部５１で、ホース１を、例えば蛇口Ｒなどの使用場所に連結するために、結合器６
０が備わっていてもよい。
【００８６】
　上記の特徴の結果、拡張可能なホース１は、ホース１の内部で流れる水によって付加さ
れる作動圧力によって、自動的に拡張し、および場合によっては伸張し、結果としてその
元の直径、および場合によってはその元の長さを増加させることを許容することができる
。
【００８７】
　上記を実現するために、それ自体が公知の方法で、ホース内部の、またはホースと結合
された少なくとも１つの規制部を備えることができる。
【００８８】
　好適ではあるが排他的ではない実施形態において、それ自体が公知の方法で、少なくと
も１つの規制部が、結合器６１内に配置された流量制限器によって規定されることができ
る。
【００８９】
　一方で、ホース１は、例えば肥厚部など、一または複数の規制部を内部に含むことがで
きる。
【００９０】
　少なくとも１つの規制部は、例えばランス（ｌａｎｃｅ）またはスプリンクラーのよう
なスプリンクラー付属品Ｄを備えていてもよい。
【００９１】
　少なくとも１つの規制部は、規制部の上流の圧力がホース１の内部に作用し、それによ
りホース１を軸Ｘに対して直角な半径方向に拡張し、場合によっては同じ軸Ｘに沿ってホ
ース１を軸方向に伸張するような、圧力損失（ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｄｒｏｐ）を生じさせ
ることができる。
【００９２】
　実際には、ホース１が例えば蛇口Ｒなどの使用場所に結合されると、蛇口を開いたとき
に、ホース１を流れる水が、図１および図２に示されているように、ホース１の半径方向
の拡張、および場合によっては軸方向の伸長を促進する。いずれの場合も、伸張は極めて
小さく、拡張と比べて顕著に小さい。
【００９３】
　言い換えると、水流は、水がその中を流れていない時のホース１と同一の元の直径Ｄ０
（図３）から、作動時の直径Ｄ１（図４）へと、ホース１の移行を促進する。
【００９４】
　元の直径Ｄ０から作動時の直径Ｄ１への移行は徐々に行われる。
【００９５】
　対照的に、蛇口Ｒを閉めると、ホース１は自動的に収縮し、よって元の直径および場合
によっては元の長さに回復する。
【００９６】
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　上記を達成するために、一体的管状部材５０および繊維素材層３０は互いに協働するこ
とが可能である。
【００９７】
　より正確には、一体的管状部材５０は、例えば、水によって付加される作動圧力下で自
動的に半径方向に拡張し、例えば作動圧力が停止すると、自動的に収縮するような弾性を
有することができる。
【００９８】
　一方で一体的管状部材５０の拡張は、図３の、水がホースを流れていないときの休止形
態から、図４の、作動圧力下にあるときの作動形態へと、繊維素材補強層３０の移行を促
進する。
【００９９】
　反対に、作動圧力が停止したときに、一体的管状部材５０の自動収縮が、繊維素材補強
層３０をその休止形態に戻す。
【０１００】
　作動圧力下で、ホースの直径の増加および場合によっては長さの増加に加え、ホースの
全体的な厚さの菲薄化がさらに発生する。上記の構造および材料により、圧力下で壁厚さ
は約半分に減少する。
【０１０１】
　繊維素材補強層３０は、一体的管状部材５０が拡張したときに、最大径を決定するため
に一体的管状部材５０を捕捉するように適切に構成することができる。
【０１０２】
　上記を実施するために、繊維素材補強層３０の糸および一体的管状部材５０の材料は、
例えば上記のように適切に選択されてもよい。
【０１０３】
　編物である繊維素材補強層３０は、図３および４に示されるトリコットタイプの鎖編で
もよく、または、同一出願人名義の欧州特許第０６２３７７６号の教示に従って製造され
てもよい。
【０１０４】
　その代わりに、編物である繊維素材補強層３０は図５に示されるダイヤモンド編タイプ
であってもよく、または、同一出願人名義の欧州特許第０５２７５１２号によって教示さ
れる放射状タイプでもよい。
【０１０５】
　別の実施形態では、編物である繊維素材補強層３０は図６に示される両面編タイプであ
ってもよく、または、図７に示される編込みタイプであってもよい。
【０１０６】
　編物構造の代わりに、第１の繊維素材補強層３０は織物または結節によるものであって
もよい。図８および９は織物である繊維素材補強層の２つの例を示しており、糸の向き、
数および構成がそれぞれ異なる。図１０は結節である繊維補強層の例を示している。
【０１０７】
　２バール（２ｂａｒ、２×１０５Ｐａ）の作動圧力下で、ホースは、その外径を元の外
径の少なくとも１．３倍、好適には元の径の少なくとも１．４倍、より好適には元の径の
少なくとも１．４５倍、さらに好適には元の径の少なくとも１．５倍に拡張するように、
一体的管状部材および少なくとも１つの繊維素材補強層は互いに協働してもよい。
【０１０８】
　例えば、上記のような構造を有し、上記の材料で製造された、休止時に９ｍｍの内径、
休止時に１４．５ｍｍの外径、および８０ｇ／ｍｔ（メートル当たり重量）の重量を備え
たホースを用いた場合、異なる内部作動圧力での拡張は、以下の表１のように発生する。
【０１０９】
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【表１】

【０１１０】
　これらのデータが、材料および／もしくはホースの内径または外径または重量／ｍｔな
どのホースの特徴に応じて変化しうることは理解されるであろう。
【０１１１】
　５バール（５ｂａｒ、５×１０５Ｐａ）の作動圧力下で、一体的管状部材５０の長さ方
向の伸張が、元の長さに対して２０％未満、好適には元の長さに対して１５％未満である
ように、一体的管状部材５０および繊維素材補強層３０が互いに協働することができる。
【０１１２】
　この膜２０は、下部層、特に繊維素材層を保護することを目的としており、さらに、ホ
ースに外観を持たせる役割を果たしている。また、外部からの化学物質への抵抗や、地表
でのホースの滑りに関しても重要である。実際、この膜はぬかるんだ地面や庭での使用に
よるホースの付着物を最小限に抑える。
【０１１３】
　上記の説明から、本発明は、意図する目的を達成することは明らかである。
【０１１４】
　本発明は様々な修正および変更を受け入れる余地があり、それらはすべて、添付する請
求項で示された発明概念に該当する。すべての詳細事項は本発明の請求範囲から逸脱する
ことなく、他の技術的等価要素と置き換えられてもよく、材料は要件に応じて異なるもの
であってもよい。
【０１１５】
　本発明は添付図面を具体的に参照して説明されているが、詳細な説明および請求項の中
で使用されている参照符号は本発明の情報をより分かりやすくさせるために使用されてお
り、本発明の請求範囲を限定するものではない。
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